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令和５年９月三種町議会定例会会議録 

令和５年９月５日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  畠 山 勝 巳    ２番  三 浦   敦 

     ３番  高 橋   満    ４番  平 賀   真 

     ５番  成 田 光 一    ６番  遠 藤 勝 昭 

     ７番  児 玉 儀 広    ８番  森 山 大 輔 

     ９番  伊 藤 千 作   １０番  清 水 欣 也 

    １１番  荒 谷 要 伸   １２番  三 村   眞 

    １３番  小 澤 高 道   １４番  堺 谷 直 樹 

    １５番  加 藤 彦次郎 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 

なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

なし 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  田 川 政 幸  副 町 長  檜 森 定 勝 

総 務 課 長  工 藤 一 嗣  企 画 政 策 課 長  加 藤 登 美 子 

税 務 課 長  後 藤 一 家  町 民 生 活 課 長  荒 川 浩 幸 

福 祉 課 長  清 水  真  健 康 推 進 課 長  小 松  仁 

農 林 課 長  小 玉 賢 一  商工観光交流課長補佐  川 村  巧 

建 設 課 長  児 玉 憲 一  上 下 水 道 課 長  嶋 田 修 一 

琴 丘 支 所 長  鎌 田  誠  山 本 支 所 長  石 井  透 

会 計 課 長  皆 川 和 華 子  教 育 長  藤 田 良 博 

教 育 次 長  牧 野 誠 一  農業委員会事務局長  見 上  貢 

代 表 監 査 委 員  田 中 金 光     

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  後 藤 芳 英  議 会 事 務 局 主 事  畠 山 夏 海 
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一、本日の会議に付した事件 

 第 １ 会議録署名議員の指名 

 第 ２ 会期の決定 

 第 ３ 諸般の報告 

 第 ４ 町長の行政報告 

 第 ５ 委員会の付託調査報告 

 第 ６ 陳情の委員会付託 

 第 ７ 報告第 ４号 令和５年度三種町一般会計補正予算の報告について 

 第 ８ 報告第 ５号 令和４年度三種町健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて 

 第 ９ 承認第 ９号 専決処分の承認を求めることについて（三種町入湯税条例の

一部を改正する条例） 

 第１０ 承認第１０号 専決処分の承認を求めることについて（令和５年度三種町一

般会計補正予算） 

 第１１ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 第１２ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 第１３ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 第１４ 令和５年度補正予算議案（議案第４３号から第４７号まで）の一括上程 

 第１５ 条例議案（議案第４８号から第５１号まで）の一括上程 

 第１６ 単行議案（議案第５２号）の上程 

 第１７ 令和４年度決算（認定第１号から第８号まで）の一括上程 

 第１８ 決算特別委員会の設置について 

 第１９ 決算特別委員会委員の選任について 

 第２０ 議場改修調査特別委員会の設置について 

 第２１ 議場改修調査特別委員会委員の選任について 

 

議長 加藤彦次郎は、令和５年９月５日、出席議員が定足数に達したので、本会議を開

会する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ただいまから令和５年９月三種町議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員数は１５名であり、定足数に達しています。 

 本日の会議を開きます。 

 日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第１２４条の規定により５番、成田光一議

員及び６番、遠藤勝昭議員を指名します。 

 日程第２．会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から９月１５日までの１１日間にしたいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 
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   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、会期は本日から９月１５日までの１

１日間に決定しました。 

 日程第３．諸般の報告を行います。 

 町長より法人の経営状況等の報告がありました。 

 教育委員会より、教育委員会の事務点検評価報告書の提出がありました。 

 監査委員より、定期監査及び例月出納検査並びに随時監査の結果に関する

報告がありました。 

 また、議長から当局に対し、本定例会への説明員の出席を求めています。 

 なお、商工観光交流課からは川村課長補佐が出席します。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４．町長の行政報告を行います。町長の発言を許します。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 おはようございます。 

 ９月議会定例会の開会に当たり、６月議会定例会以降の町の動きなど町政

の概要をご報告申し上げ、議員各位及び町民各位のご理解とご協力を賜りた

いと存じます。 

 初めに、７月の大雨被害についてご報告申し上げます。 

 今回の大雨による家屋被害は広範囲に及び、最終的に床上浸水１４件、床

下浸水２４件、非住家の浸水が６２件となっております。 

 農作物への被害は、水稲０．６ヘクタール、大豆５．９ヘクタール、野菜

等１．４ヘクタール、農地・農業施設では、農地１３６か所、用排水路４１

か所、農道７か所、揚水機３８か所、ため池６か所、放牧場１か所で被害が

確認されており、林道７路線１３か所において崩落・決壊が発生しておりま

す。 

 町道は、２３路線２７か所で冠水したほか、土砂の流出や路肩崩落などの

被害が１５路線１８か所となっております。このうち９か所は復旧済みであ

り、残りの９か所についても順次復旧を進めているところです。 

 被災した方への支援として、水道料金の減免を行ったほか、温泉施設の入

浴に係る入湯税を免除するため、三種町入湯税条例を専決処分により改正

し、７月２２日から７月３１日まで「ゆめろん」と「ゆうぱる」において、

町内と五城目町の被災者の方へ入浴の無料開放を行っております。 

 なお、今回の大雨により甚大な被害を被った秋田市と五城目町に、「災害

時における秋田県及び市町村の相互の応援に関する協定」に基づき、本町よ

り応援職員を派遣いたしております。 

 続きまして、企画政策課関係についてご報告申し上げます。 

 ２０５０年カーボンニュートラル達成に向け、第１回目の三種町カーボン

ニュートラル推進協議会を８月３１日に開催いたしました。協議会では、本

町独自の施策や温室効果ガス排出量の削減目標などについて協議を進めてま
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いります。 

 また、今後、公募等により町民の方々から参加者を募り、カーボンニュー

トラル推進チームを創設する準備を進めております。推進チームでは、勉強

会やワークショップを開催しながら参加者と意見交換し、いただいたご意見

やご提言については協議会へ諮り、実行計画へ反映させてまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、税務課関係についてご報告申し上げます。 

 ６月定例会において、軽自動車税及び固定資産税の課税状況についてお知

らせしたところでありますが、その後、個人町民税及び国民健康保険税の当

初課税を行っておりますので、その概要をご報告いたします。 

 初めに、個人町民税の当初調定額は、４億５，００１万円で、前年比２．

５８％の増となっております。内容といたしましては、農業所得で６．

４％、営業所得で１．０７％、それぞれ増となっております。 

 次に、国民健康保険税の当初調定額は、被保険者が後期高齢者医療へ移行

したことにより、前年比３．８５％減の２億８，４９３万３，０００円と

なっております。 

 続きまして、町民生活課関係についてご報告申し上げます。 

 ７月３０日に開催された「能代市山本郡消防競技大会」において、ポンプ

車操法の部で第４分団大町班が２位、小型ポンプ操法の部で第５分団豊岡班

が第１位に、第４分団泉八日班が第２位に入賞しております。この結果、第

５分団豊岡班が８月１９日に由利本荘市で開催された「第６０回秋田県消防

操法大会」に能代市山本郡代表として出場いたしました。残念ながら、昨年

に続いての入賞とはなりませんでしたが、一番員が優秀選手賞を受賞し、メ

ンバーも若返りする等、今後のさらなる活躍が期待されるところです。 

 続きまして、福祉課関係についてご報告申し上げます。 

 まず、終戦から７８年目の夏を迎え、８月２４日に「令和５年度三種町戦

没者追悼式」を山本地域拠点センターで開催いたしました。式典には、ご遺

族や来賓など約３０名の方々よりご参列いただき、三種町関係戦没者８１５

名の英霊をしのび、黙禱と献花を行いました。戦没者の御霊の安らかなるこ

とを、改めてご祈念申し上げます。 

 次に、社会福祉法人たつの子会による統合保育園建設事業について申し上

げます。 

 このたび、実施設計を経て、来年４月の開園に向け、園舎建設及び外構工

事に着工したところであります。 

 続きまして、健康推進課関係についてご報告申し上げます。 

 新型コロナウイルスワクチンの接種状況につきまして、５月８日から、春

開始接種として６５歳以上の方及び基礎疾患を有する方などを対象に実施し

たところ、接種者数は５，１３７名、うち集団接種によるものは２，３１０

名で、６５歳以上の方の接種率は６４％となっております。 

 ８月に入り、全県的に定点医療機関の患者報告数が最多を更新しており、
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秋田県内においては第９波に入ったとの認識もされているようでございま

す。 

 こうした状況におきまして、秋冬接種として９月２０日から個別接種を開

始するほか、１０月７日からは集団接種を開始することとしており、感染リ

スク及び重症化リスクの軽減に努めてまいります。 

 続きまして、農林課関係についてご報告申し上げます。 

 有害鳥獣被害対策につきまして、今年も多数の熊の目撃情報が寄せられて

おり、防災行政無線での注意喚起や教育機関等への周知、箱わなによる捕獲

などを随時行っております。８月末現在、箱わなにより捕獲した熊は１８頭

と過去にない頭数が捕獲されております。今後も、目撃情報の周知と捕獲対

策を継続してまいります。 

 続きまして、商工観光交流課関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、７月２日に開催された「第１０回世界じゅんさい摘み採り選手権

大会」について申し上げます。 

 県内外より、ソロの部とペアの部、合わせて７５名の選手が集結し、熱戦

を繰り広げました。当日は天候にも恵まれ、多くの応援者やメディア取材も

入り、大変にぎやかな大会となりました。大会には、三種町ふるさとＰＲ大

使を務めておられる、わらび座の川井田 南さんもソロの部に出場し、ＰＲ

に努めていただきました。 

 次に、７月２９日に開催された「第２７回サンドクラフト２０２３ｉｎみ

たね」について申し上げます。 

 今年も、砂像彫刻家の保坂俊彦さんがプロデューサーを務め、「Ｓａｎｄ 

Ｍｕｓｅｕｍ 砂で創る世界の芸術」をテーマとして作品の制作を行ってお

ります。メイン砂像は保坂さんが「モナリザ」を制作し、特別砂像の制作に

ついては、高知県の黒潮町砂像連盟と国内の彫刻家４名による特別砂像５基

の制作や、砂像甲子園などが行われ、いずれの作品も力作ぞろいの砂像を展

示することができました。 

 イベント当日は、砂像展示をはじめ、長信田太鼓などのステージパフォー

マンス、夜は竹あかりによるメイン砂像のライトアップや花火ショーが行わ

れ、約１万５，０００名の来場者でにぎわいました。 

 なお、実行委員会では、サンドクラフトを７月の大雨災害に対する支援イ

ベントと位置づけ、募金活動を行い、町へ寄附いたしております。 

 次に、８月２０日に開催された「森岳温泉夏まつり」について申し上げま

す。 

 日中イベントでは、恒例の「流しじゅんさい」や、保育園児、一般の部の

「じゅんさい音頭」が行われました。ステージイベントでは、よさこいレ

ディースによる踊りや山本中学校吹奏楽部の演奏、スタジオＪＡＭのダンス

や長信田太鼓が行われました。野外コンサートでは、泉谷しげるさんによる

熱唱とステージパフォーマンスが披露され、会場は大いに盛り上がりまし

た。イベントフィナーレでは花火ショーが行われ、約１万２，０００名の来
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場者でにぎわいました。 

 次に、「ゆめろん」支配人の再公募について申し上げます。 

 このたび、ゆめろん支配人を公募し、手続を進めておりましたが、採用予

定者から健康上の理由による辞退の申出がありました。今後、支配人を再度

公募する予定としております。 

 続きまして、建設課関係についてご報告申し上げます。 

 現在、橋梁点検により老朽化が確認された浜田９号線１号橋の改修工事を

発注しております。これに伴い、一部区間において通行止めとなることか

ら、規制情報を広報みたねや看板などで周知を図り、工事を進めてまいりま

す。工事期間中は、規制区間の迂回など町民の皆様にご不便をおかけいたし

ますが、ご協力をお願いいたします。 

 続きまして、教育委員会関係についてご報告申し上げます。 

 初めに、小・中学校統合関係について申し上げます。 

 小・中学校統合につきましては、６月議会定例会以降、検討会を６月と８

月に開催し、統合中学校施設整備計画や、統合中学校開校準備のための体制

やスケジュールについて協議を重ねております。 

 また、７月には統合小・中学校についての報告会を開催し、統合中学校施

設整備計画や今後のスケジュールなどの報告を行っております。 

 なお、統合中学校の校名を９月中旬から公募し、年度内に決定できるよう

作業を進めることとしております。 

 次に、全国学力・学習状況調査について申し上げます。 

 今年４月に、小学６年生と中学３年生を対象に実施された全国学力・学習

状況調査結果が公表され、本町での各教科の平均正答率は、小学校、中学校

ともに県平均を全て上回っており、おおむね良好な結果となっております。 

 次に、「二十歳のつどい」について申し上げます。 

 ８月１５日に、琴丘総合体育館において二十歳のつどいが開催され、今年

の対象者１２６名のうち９４名が出席しております。 

 式典では、実行委員会委員長の畠山大輝さんが出席者を代表してお礼の言

葉を述べ、式典後のアトラクションでは、男鹿なまはげ太鼓「恩荷」による

太鼓の演奏が行われました。 

 次に、三種町芸術文化祭について申し上げます。 

 第１５回芸術文化祭は、７月１３日から７月１６日まで４日間、山本ふる

さと文化館での開催を予定しておりましたが、大雨の影響により開催期間を

２日間に短縮し、開催されております。 

 展示部門では、俳句、短歌、水墨画、書道、写真など２６４点の作品が展

示され、来場者の関心を引いておりました。舞台部門は残念ながら中止とな

りましたが、今回ご参加されました皆様及び参加を予定されておりました皆

様の今後ますますのご活躍とご健勝をご祈念申し上げます。 

 次に、スポーツ関係について申し上げます。 

 中学校関係では、８月５日、６日に宮城県で開催された第５０回東北中学
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校女子ソフトボール大会において、琴丘中学校女子ソフトボール部が３年連

続４回目となる優勝を果たし、８月１９日から香川県で開催された第４５回

全国中学校ソフトボール大会に出場し、準々決勝進出を果たしております。 

 また、８月２２日から愛媛県で開催された第５０回全日本中学校陸上競技

選手権大会において、山本中学校３年桜田俊弥さんが男子１００メートルに

出場し、健闘いたしましたが、決勝への進出は果たせませんでした。 

 かごしま国体関係では、公開競技の綱引競技少年女子において、三種体協

少年女子が優勝を果たしております。 

 スポーツ少年団関係では、ドラゴンＪｒに所属している浜口小学校４年伊

藤心那さん、檜森柚希さん、同校２年檜森夏希さんの３名が、７月２８日か

ら兵庫県で開催された全農杯２０２３年全日本卓球選手権大会に出場し、伊

藤心那さんと檜森夏希さんは予選リーグで惜しくも敗れ、檜森柚希さんは予

選リーグを１位で通過し、決勝トーナメントに臨みましたが、惜しくも初戦

で敗れております。 

 各種大会においてご健闘されました選手及びご尽力されました関係各位に

敬意を表するとともに、今後ますますのご活躍を期待しております。 

 次に、チャレンジデー特別表彰について申し上げます。 

 ８月２４日に東京都内において、笹川スポーツ財団主催による「チャレン

ジデー感謝のつどい」が行われ、この中で本町が３１回のうち２９回参加し

た活動が認められ、チャレンジデー３１年特別表彰を受賞しました。 

 これまで長年にわたり、ご参加、ご協力くださいました皆様に深く感謝申

し上げます。 

 以上、ご報告申し上げ、行政報告といたします。 

 すみません、ちょっと発言を訂正させていただきます。 

 税務課関係の個人町民税の当初調定額は４億５，５０１万円でございま

す。ここを４億５，００１万円と言い間違えましたので、訂正のほうをよろ

しくお願いいたします。 

 以上でございます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 以上で、町長の行政報告を終わります。 

 日程第５．委員会の付託調査報告を行います。 

 議会ＩＴ化検討特別委員長の発言を許します。議会ＩＴ化検討特別委員

長。 

議会ＩＴ

化検討特

別委員長 

（ 堺谷直樹 ） 

 委員会調査報告書をお手元にお願いします。 

 １ページ、本委員会に付託された調査事件は、タブレットの利便性向上・

活用範囲拡大の検討及びＳＮＳ普及に対応した議会制度の整備の２件であ

り、２の調査経過にありますように、９月１４日から委員間討議をはじめ、

県内市町村議会の実態調査、八峰町議会への委員派遣、タブレット端末のデ

モ体験などを行ってきました。 
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 ２ページ、３の調査の結果または概要（意見）になります。 

 （１）タブレットの利便性向上・活用範囲拡大の検討についてご報告しま

す。 

 中間報告以降の委員会調査についてご報告します。 

 ６月２１日には、キッセイコムテック株式会社のペーパーレス会議システ

ムをデモ体験しました。その後は、新たに導入するタブレット端末の仕様や

ペーパーレス会議システムを会議で使用するための例規整備について、委員

間討議を行いました。 

 以上が調査の概要であり、本委員会の意見は次の３点のとおりでありま

す。 

 １点目は、情報共有アプリについてですが、ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳの利便

性向上を図るため、本定例会に補正予算を上程しますので、円滑な審議をお

願いします。 

 ２点目は、タブレット端末についてですが、報告書に示している仕様書に

より、令和６年度当初予算に向けた見積りを３大キャリアから徴取し、予算

成立後は、価格競争入札により決定することとします。 

 ３ページ、３点目は、ペーパーレス会議システムについてですが、２社の

製品デモにおいては、その操作性等に大きな違いを感じず、また、当該デモ

において２社以外の製品もあることが情報として提供されました。 

 以上を踏まえ、令和６年度当初予算に向けた見積りを当該２社から徴取

し、予算成立後は、プロポーザル方式により決定したいというものです。 

 なお、プロポーザル方式による選定に当たっては、特別委員会を設置し、

当該委員が評価者となり、選定のための手続に当たることを提案します。 

 ペーパーレス会議システムの運用については、導入から半年は委員会・全

員協議会で使用し、その後に本会議における使用を開始することとします。 

 また、紙資料の取扱いは、予算書・決算書補助資料を除いてその提供を廃

止し、議員控室にプリンターを設置しますので、紙資料を必要とする方は自

分で印刷をお願いします。 

 次に、（２）ＳＮＳ普及に対応した議会制度の整備についてご報告しま

す。 

 本委員会においては、付託された２件の調査事件を並行して処理するのは

困難であると判断し、１２月６日の委員間討議において、本件調査について

は、タブレットの調査終了に合わせて着手することを申し合わせていました

が、調査期限までに時間的余裕がなく着手できなかったため、調査未了とす

るものです。 

 以上で報告を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 以上で議会ＩＴ化検討特別委員長の報告を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

日程第６．陳情の委員会付託を行います。 

 本定例会までに受理した陳情は、会議規則第９１条第１項の規定により、

お手元に配付しました陳情文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しまし

たので報告します。 

日程第７．報告第４号「令和５年度三種町一般会計補正予算の報告につい

て」及び日程第８．報告第５号「令和４年度三種町健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について」を一括議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、報告第４号及び第５号についてご報告いたします。 

 報告第４号は、令和５年度一般会計について、７月の大雨被害による災害

復旧関連予算を専決処分したもので、歳入歳出それぞれ１億１，７３９万

４，０００円を追加し、予算総額を１０８億９，６６２万６，０００円とし

たものであります。 

 補正内容としましては、農林水産業費におきまして、水稲緊急防除対策費

補助金を計上し、消防費におきましては、家屋消毒費用助成金や災害廃棄物

運搬業務、災害対応に当たった職員の時間外手当等を計上しております。 

 災害復旧費におきましては、農地農業用施設、林業用施設、土木施設にお

ける設計業務、復旧工事、重機借上料等を計上したほか、農地農業用施設の

復旧支援事業補助金を計上しております。 

 以上につきまして、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき専決処分

をし、同条第２項の規定により議会に報告するものであります。 

 続きまして、報告第５号、令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率に

ついてご報告いたします。 

 本件は、決算における実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率及び

資金不足比率を地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、

監査委員の意見を付し議会に報告するものであります。 

 財政の健全化判断比率の状況につきましては、実質赤字比率、連結実質赤

字比率ともに赤字なしで、前年に引き続き良好な状態であります。 

 また、実質公債費比率は６．６％で、前年度より０．２ポイント改善した

ほか、将来負担比率は前年同様該当なしで、いずれも早期健全化基準を下回

る状況となっております。 

 次に、企業会計における資金不足額、資金不足比率においては、全ての企

業会計で資金不足が発生しておらず、良好な状態となっておりますことをご

報告申し上げます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 
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 次に、代表監査委員よる報告第５号に対する審査意見の報告を求めます。

代表監査委員。 

代表監査

委員 

（ 田中金光 ） 

 それでは、資料２により、令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の

監査委員意見についてご報告いたします。 

 資料２の１ページをご覧ください。 

 ６、審査の結果を申し上げます。 

 三種町監査基準に準拠し、実施いたしました当該審査につきましては、健

全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項の記載した

書類が法令に適合し、かつ正確であることを認めたところであります。 

 ７、審査の総括を申し上げます。 

 健全化判断比率は、普通会計、公営企業会計及び公営事業に係る特別会計

とも黒字を確保し、健全化基準を相当程度下回る水準で堅調に推移してお

り、良好な状況にあります。 

 資金不足比率は、全ての会計において資金の不足額がなかったことを認め

られました。 

 今後も、独立採算の原則に照らし合わせた経営計画の実施により、健全で

効率的な事業運営に一層努力されることを望みます。 

 以上、私からの監査委員意見の報告を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 代表監査委員の審査意見の報告を終わります。 

 これより報告第４号に関する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 次に、報告第５号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 日程第９．承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（三種町入

湯税条例の一部を改正する条例）」及び日程第１０．承認第１０号「専決処

分の承認を求めることについて（令和５年度三種町一般会計補正予算）」を

一括議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、承認案件についてご説明申し上げます。 

 初めに、承認第９号、三種町入湯税条例の一部を改正する条例について

は、７月の大雨災害を受け、災害被災者の方に対する入湯税を免除とする規

定を設けるものであります。 

 次に、承認第１０号、令和５年度一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ
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２２０万２，０００円を追加し、予算総額を１０８億９，８８２万８，００

０円とするもので、全国大会出場の山本中学校陸上競技部及び琴丘中学校女

子ソフトボール部の派遣費を計上しております。 

 以上が、承認案件の概要でありますので、議員の皆様にはご承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 初めに、承認第９号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 承認第９号「専決処分の承認を求めることについて（三種町入湯税条例の

一部を改正する条例）」を採決します。 

 本件を承認することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、承認第９号は承認することに決定し

ました。 

 次に、承認第１０号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 承認第１０号「専決処分の承認を求めることについて（令和５年度三種町

一般会計補正予算）」を採決します。 

 本件を承認することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、承認第１０号は承認することに決定

しました。 

 日程第１１．諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」から日程

第１３．諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」までを一括議題

とします。 
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 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、諮問第１号から第３号、人権擁護委員候補者の推薦についてご

説明いたします。 

 諮問第１号でご推薦申し上げる候補者は、工藤富直氏であります。氏は、

平成２３年１０月から人権擁護委員としてご活躍なされております。 

 諮問第２号でご推薦申し上げる候補者は、国柄春美氏であります。氏は、

平成２６年１０月から人権擁護委員としてご活躍なされております。 

 諮問第３号につきましては、現委員の小玉陽三氏の任期が本年１２月３１

日をもって満了となることから、新たに大山えつ子氏をご推薦申し上げるも

のであります。 

 いずれの方も、経験、知識とも豊かで、人権擁護委員として適任者である

ことから、今回ご推薦申し上げるものであり、議員の皆様からはご賛同のほ

どよろしくお願いを申し上げます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 初めに、諮問第１号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決します。 

 本件を原案に異議ない旨答申することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、諮問第１号は原案に異議ない旨答申

することに決定しました。 

 次に、諮問第２号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決します。 

 本件を原案に異議ない旨答申することにご異議ございませんか。 
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   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、諮問第２号は原案に異議ない旨答申

することに決定しました。 

 次に、諮問第３号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 質疑ないものと認め、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

   （ なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 討論ないものと認め、討論を終わります。 

 諮問第３号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決します。 

 本件を原案に異議ない旨答申することにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、諮問第３号は原案に異議ない旨答申

することに決定しました。 

 日程第１４．令和５年度補正予算議案（議案第４３号から第４７号まで）

の一括上程を行います。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、議案第４３号から議案第４７号までの、令和５年度一般会計及

び各特別会計の補正予算案についてご説明いたします。 

 議案第４３号、一般会計予算の補正は、歳入歳出それぞれ３億２７８万

２，０００円を追加し、予算総額を１１２億１６１万円とするものでありま

す。地方債の補正におきましては、限度額の変更を行うもので、臨時財政対

策債６１０万円を減額計上するものです。 

 次に、歳出の主なものからご説明いたします。 

 総務費におきましては、上岩川生活改善センターの解体工事５７６万円を

追加計上したほか、ＤＸ推進アドバイザー業務３３９万５，０００円を追加

計上しております。 

 民生費におきましては、地域福祉センターエアコン取替工事４１３万７，

０００円を増額計上したほか、特定疾病通院費助成費２８万８，０００円を

増額計上しております。 

 農林水産業費におきましては、低コスト技術等導入支援事業補助金７９５

万４，０００円、化学肥料低減機械等導入支援事業補助金２４０万９，００

０円、晩霜害からの果樹産地復旧支援事業費補助金６６万２，０００円を追

加計上しております。 

 商工費におきましては、燃料購入助成券交付事業８，９３０万１，０００
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円を追加計上したほか、サンバリオ改修事業として実施設計業務３６１万

４，０００円を追加計上しております。 

 土木費におきましては、社会資本整備総合交付金事業として鯉川天瀬川

線・鯉川駅北線舗装補修設計業務８２０万円を追加計上しております。 

 消防費におきましては、防火貯水槽撤去設計調査業務として８０１万９，

０００円を追加計上しております。 

 教育費におきましては、統合小学校校舎等事前調査業務１９７万３，００

０円を追加計上しております。 

 諸支出金の基金費では、前年度決算実質収支額の２分の１相当額、１億

４，０４５万円を財政調整基金へ増額計上しております。 

 また、予備費に５００万円を増額計上しております。 

 続きまして、歳入の主なものについてご説明いたします。 

 地方交付税におきましては、普通地方交付税の交付決定により１億４，３

８４万２，０００円を増額計上しております。 

 なお、交付決定額は４７億１，６８４万２，０００円で、前年度比約２．

０％、９，７２４万２，０００円の減となっております。 

 国庫支出金におきましては、地方創生推進交付金３２０万４，０００円を

減額計上したほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金７，

６９４万４，０００円を増額計上しております。 

 県支出金におきましては、低コスト技術等導入支援事業費補助金７９５万

４，０００円、化学肥料低減機械等導入支援事業費補助金２４０万９，００

０円を追加計上しております。 

 寄附金におきましては、大雨被害に対する寄附金１９６万７，０００円を

追加計上しております。 

 繰入金の基金繰入金におきましては、財政調整基金１億５，８８４万４，

０００円を減額計上しております。 

 繰越金におきましては、前年度決算実質収支額の補正計上となっておりま

す。 

 諸収入におきましては、東北電力節電協力金２２６万９，０００円を追加

計上したほか、低所得者介護保険料軽減国庫負担金の過年度分４２４万７，

０００円を追加計上しております。 

 次に、議案第４４号から４７号までは特別会計の補正予算でありますが、

特別会計の補正は基本的に前年度決算実質収支額を歳入予算の繰越金に計上

し、追加経費等を除いた剰余分については、予備費等へ計上する補正内容と

なっております。 

 それでは、主な増減内容についてご説明いたします。 

 初めに、議案第４４号、令和５年度国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ８６４万１，０００円を追加し、補正後の予算総額

を１９億９，４０２万１，０００円とするものであります。 

 歳入におきましては、国民健康保険税を本算定により５７７万８，０００
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円減額計上したほか、繰越金を計上しております。 

 歳入におきましては、予備費を増額計上しております。 

 次に、議案第４５号、令和５年度後期高齢者医療特別会計補正予算は、歳

入歳出それぞれ４８万４，０００円を追加し、補正後の予算総額を２億４，

１７３万５，０００円とするものであります。 

 歳入では繰越金を計上したほか、歳出では予備費を増額計上しておりま

す。 

 次に、議案第４６号、令和５年度介護保険事業勘定特別会計補正予算は、

歳入歳出それぞれ１億３，１６７万円を追加し、補正後の予算総額を３０億

２，８８６万円とするものであります。 

 歳入では繰越金を計上し、歳出では介護給付費準備基金積立金３，０３９

万９，０００円を増額計上したほか、過年度介護給付費負担金等返還金７，

０８０万２，０００円を追加計上し、予備費を増額計上しております。 

 議案第４７号、令和５年度介護サービス事業勘定特別会計補正予算は、歳

入歳出それぞれ１５３万７，０００円を追加し、補正後の予算総額を１，２

７４万６，０００円とするものであります。 

 歳入では繰越金を計上し、歳出では同額を予備費計上しております。 

 以上が補正予算の概要でありますので、議員の皆様には、よろしくご審議

の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げ、議案説明といたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 ただいまの議案については、９月１５日に審議を行います。 

 日程第１５．条例議案（議案第４８号から第５１号まで）の一括上程を行

います。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、議案第４８号から議案第５１号の条例改正案についてご説明い

たします。 

 初めに、議案第４８号、三種町印鑑条例の一部改正については、関係法令

の改正に伴い、電子証明書に係る規定の整備を行うものであります。 

 次に、議案第４９号、三種町手数料徴収条例の一部改正については、法律

改正に伴い手数料を徴収する事務の規定を改正するものであります。 

 次に、議案第５０号、三種町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、法律の改正により

引用する条項に条ずれが生じたため、これを改正するものであります。 

 次に、議案第５１号、三種町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部改正については、国の要綱による放課後児童支

援員の資格要件に係る経過措置が見直されたことから、これに準じて改正す

るものであります。 

 以上が条例案の概要でありますので、議員の皆様にはよろしくご審議の



- 16 - 

上、ご決定を賜りますようお願い申し上げ、議案説明といたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 ただいまの議案については、９月１５日に審議を行います。 

 日程第１６．単行議案（議案第５２号）の上程を行います。 

 町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 それでは、議案第５２号、小型動力ポンプ購入議案についてご説明いたし

ます。 

 本件は、消防団に配備している小型動力ポンプが購入後１５年を経過し、

劣化が著しくなっていることから更新するものであります。 

 契約の相手方は、能代市の株式会社能代消防センター代表取締役川間一平

氏で、契約金額１，１５４万２，３００円、納入期限を令和６年２月２２日

とする購入契約を締結するものであります。 

 以上、財産の取得について、地方自治法及び三種町議会の議会に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により提案するものであり

ますので、議員の皆様には、よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお

願い申し上げ、議案説明といたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 ただいまの議案については、９月１５日に審議を行います。 

 日程第１７．令和４年度決算（認定第１号から第８号まで）の一括上程を

行います。 

 初めに、町長より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 

 認定第１号から認定第８号までは、令和４年度一般会計、各特別会計及び

公営企業会計の決算について、地方自治法第２３３条第３項及び地方公営企

業法第３０条第４項の規定により、議会の認定に付すものであります。 

 一般会計の決算状況は、歳入１０９億５，８７５万１，６８６円、歳出１

０４億６，１３８万１，３４９円、歳入歳出差引額４億９，７３７万３３７

円となり、翌年度へ繰り越すべき財源２億１，６４６万７，０００円を差し

引いた実質収支額は２億８，０９０万３，３３７円となり、黒字決算となっ

ております。 

 特別会計の決算状況は、歳入５２億６，３７１万８，６６８円、歳出５１

億１，５６２万２，５１９円、歳入歳出差引額１億４，８０９万６，１４９

円となっております。 

 公営企業会計の決算状況は、水道事業会計では、収益的収入２億８，２４

３万４，８５７円、収益的支出２億７，６２４万９，６９６円、資本的収入

１億７，７７７万６，８９８円、資本的支出２億１，０６４万５，７２１円

となり、下水道事業会計では、収益的収入５億９，９０７万８，５２８円、
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収益的支出５億７，５５３万７，８２７円、資本的収入３億５，７２３万

２，０００円、資本的支出５億６，５７８万６，２６４円となっておりま

す。 

 各会計における決算内容につきましては、この後、会計管理者及び上下水

道課長から説明をさせますので、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますよ

うお願い申し上げ、説明といたします。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 町長の提案理由の説明を終わります。 

 次に、会計管理者より決算状況の説明を求めます。会計管理者。 

会計管理

者 

（ 皆川和華子 ） 

 私から、令和４年度三種町各会計歳入歳出決算の概要についてご説明いた

します。 

 資料９、令和４年度三種町各会計歳入歳出決算書をご準備ください。 

 目次に続く決算総括表に従って、形式収支について申し上げます。 

 初めに、一般会計は、収入済額１０９億５，８７５万１，６８６円、支出

済額１０４億６，１３８万１，３４９円となり、差引額は４億９，７３７万

３３７円となっております。 

 次に、国民健康保険事業勘定特別会計は、収入済額２０億６６７万９，５

５９円、支出済額１９億９，２２５万９，１９３円となり、差引額は１，４

４２万３６６円となっております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計は、収入済額２億３，１７５万７，５５６

円、支出済額２億３，１１７万２，２４３円となり、差引額は５８万５，３

１３円となっております。 

 次に、介護保険事業勘定特別会計は、収入済額２９億１，７４３万８，４

７８円、支出済額２７億８，５８８万７，３３９円となり、差引額は１億

３，１５５万１，１３９円となっております。 

 次に、介護サービス事業勘定特別会計は、収入済額１，１６６万７，９５

２円、支出済額１，０１２万９，２００円となり、差引額は１５３万８，７

５２円となっております。 

 次に、温泉事業特別会計は、収入済額９，６１７万５，１２３円、支出済

額９，６１７万４，５４４円となり、差引額は５７９円となっております。 

 続きまして、一般会計歳入歳出款別執行状況について、抜粋してご説明い

たします。 

 １ページをご覧ください。 

 １款町税収入済額は、１４億６，８４９万１，３２２円で、歳入総額の構

成比１３．４０％、対前年度比９９．１１％となっております。 

 ３ページです。 

 １２款地方交付税収入済額は５２億７，４６４万８，０００円で、構成比

４８．１３％、対前年度比９９．２６％となっております。 

 １６款国庫支出金は１１億７，９８９万８，８９０円で、構成比１０．７
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７％、対前年度比８８．４３％となっております。 

 ５ページをお開きください。 

 一般会計歳入の収入済額総額は１０９億５，８７５万１，６８６円で、対

前年度比９９．３０％、７，７０１万１，１２０円の減となっております。 

 続きまして、７ページからの歳出について申し上げます。 

 ２款総務費支出済額は１１億６，２５１万７，２０９円で、歳出総額の構

成比１１．１１％、対前年度比１０７．５４％となっております。 

 ３款民生費は３３億２，１３９万８，２８２円で、構成比３１．７５％、

対前年度比９９．５１％となっております。 

 ９ページです。 

 １２款公債費は１１億８，１９０万６，８０４円で、構成比１１．３

０％、対前年度比１００．８４％となっております。 

 一般会計歳出の支出済額総額は、１０４億６，１３８万１，３４９円で、

対前年度比９７．２３％、２億９，８２８万８，４８０円の減、予算の執行

率は全体で９３．１８％となっております。 

 各特別会計の分析結果について、ここでの説明は割愛させていただきます

が、配付しております参考資料のとおりとなっております。 

 また、三種町各会計歳入歳出決算書には、各会計歳入歳出決算事項別明細

書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金の運用状況を示す書

類、主要な施策の成果を説明する書類を添付しており、決算参考資料には地

方債現在高に関する調書、債務負担行為に関する調書などを添付しておりま

すので、審査のご参考にしていただきたいと存じます。 

 以上で、各会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 会計管理者の決算状況の説明を終わります。 

 次に、上下水道課長より決算状況の説明を求めます。上下水道課長。 

上下水道

課長 

（ 嶋田修一 ） 

 それでは私から、令和４年度水道事業会計決算及び下水道事業会計決算に

ついて、ご説明いたします。 

 初めに、先に配付してあります資料９、令和４年度三種町各会計歳入歳出

決算書をご準備願います。 

 ３３９ページ、収益的収支の状況であります。 

 歳入総額は２億８，２４３万４，８５７円、歳出総額は２億７，６２４万

９，６９６円で、歳入歳出差引額は６１８万５，１６１円となっておりま

す。 

 次に、資本的収支の状況でありますが、令和４年度決算につきましては、

歳入総額が１億７，７７７万６，８９８円で、歳出総額が２億１，０６４万

５，７２１円で、歳入歳出差引額は３，２８６万８，８２３円の不足となっ

ております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につきましては、当
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年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資

金で補塡しております。 

 続きまして、３４６ページをご覧ください。 

 令和４年度末における三種町水道事業の給水人口は、１万９７８人で、前

年度に比べ２７１人の減、給水収益は１億９，４９４万８，１０４円とな

り、前年度比５５７万７，８２１円の減となっております。 

 年間有収水量は１１４万８，２００立方で、有収率は７７．２０％となっ

ております。 

 続きまして、３６１ページをご覧ください。 

 収支の明細についてご説明いたします。 

 収益的収支でございますが、収入の主なものは、使用料金収入の１億９，

４９４万８，１０４円で、支出では、企業債支払利息として１，０４４万

２，７６８円、減価償却費として１億４，１９６万７，０８８円、あとは人

件費、電気使用料、漏水管修理費などとなっております。 

 続きまして、３６４ページ、資本的収支でございますが、収入では、大曲

地区国道７号歩道工事に伴う水道管移設工事の国からの補償金が３，９９２

万２，４４２円、県道能代五城目線拡幅工事に伴う宮ノ目地区配水管移設工

事の県からの補償金が１，８７９万５，２４６円、布設替工事に伴う企業債

の借入れが５，２７０万円、一般会計出資金が６，１９１万８，５１０円と

なっております。 

 支出では、企業債償還金として１億２，３８３万７，０２１円、建設改良

費として７，８９１万７，０００円などとなっております。内容は、大曲地

区配水管移設工事、宮ノ目地区配水管移設工事、浜口第４取水ポンプ交換工

事ほか、老朽化に伴う工事を行っております。 

 続きまして、令和４年度下水道事業会計決算書をご準備願います。 

 ３６９ページ、収益的収支の状況であります。 

 歳入総額は５億９，９０７万８，５２８円、歳出総額は５億７，５５３万

７，８２７円で、歳入歳出差引額は２，３５４万７０１円となっておりま

す。 

 次に、資本的収支の状況でありますが、令和４年度決算につきましては、

歳入総額が３億５，７２３万２，０００円、歳出総額が５億６，５７８万

６，２６４円で、歳入歳出差引額は２億８５５万４，２６４円の不足となっ

ております。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額につきましては、当

年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資

金等で補塡しております。 

 続きまして、３７８ページをご覧ください。 

 令和４年度末における三種町下水道事業の水洗化人口は９，１５９人で、

前年度に比べ２０５人の減、営業収益は１億５，６２７万３，８１３円とな

り、前年度比３６８万３，９５８円の減となっております。年間有収水量は
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１０８万１，６７２立方で、有収率は８１．６３％となっております。 

 続きまして、３９２ページをご覧ください。 

 収支の明細についてご説明いたします。 

 収益的収支でございますが、収入の主なものは、使用料金収入の１億５，

５９９万１３円、一般会計補助金２億５，７８２万９，０００円で、支出で

は、流域下水道維持管理負担金７，１４４万３，４２７円、企業債支払利息

として６，１４４万７，７０６円、減価償却費として３億５，９４７万３７

２円、あとは処理場費、機器修繕費などとなっております。 

 続きまして、３９６ページ、資本的収支でございますが、収入では、事業

債及び平準化債の借入れが２億１，１４０万円、一般会計出資金が１億４，

１８３万２，０００円となっております。 

 支出では、企業債償還金として５億１，２７０万１，４６４円、建設改良

費として５，３０８万４，８００円などとなっております。 

 決算書には財務諸表のほか、付属書類として事業報告書、キャッシュ・フ

ロー計算書、収益的収入及び支出明細書、資本的収入及び支出明細書、未収

金の内訳、固定資産明細書、主な資産の概要、企業債明細書が添付されてお

りますので、ご参考としていただきたいと思います。 

 以上で、水道事業会計及び下水道事業会計の説明を終わらせていただきま

す。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 上下水道課長の決算状況の説明を終わります。 

 次に、代表監査委員より審査意見の報告を求めます。代表監査委員。 

代表監査

委員 

（ 田中金光 ） 

 それでは、資料１０により、令和４年度一般会計・特別会計決算審査及び

基金運用審査の監査委員意見について、資料１１、令和４年度公営企業決算

の監査委員意見についてご報告をいたします。 

 初めに、資料１０の１ページをご覧ください。 

 令和４年度一般会計・特別会計決算審査及び基金運用審査の６、審査の結

果を申し上げます。 

 三種町監査基準に準拠し実施いたしました当該審査につきましては、決算

その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であることを認めたところであり

ます。 

 また、町長から提出されました基金運用の状況を示す書類の計数が正確で

あり、基金の運用が確実かつ効率的に行われていることを認めたところであ

ります。 

 ２ページをご覧ください。 

 ７、審査の総括を申し上げます。 

 歳入につきましては、自主財源２３．４％に対し、依存財源が７６．６％

の構成比であり、依然として交付税などに依存している状況にあります。 

 一方、近年の町税等収入はおおむね横ばいを推移し、安定的に自主財源が
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確保されているものと判断します。 

 今後とも、所管の適切な収納事務を期待するものであります。 

 一般会計における収入未済額におきましては、現年分の使用料や負担金の

未納が散見されるため、収納整理期間における調定の精査及び収納事務を厳

格に行い、長期未収金化とならないよう、収入未済額の縮減を積極的に努め

られるよう申し上げます。 

 歳出につきましては、新型コロナウイルス感染症対策関係給付金の減少に

つれて、扶助費も前年度比で減少しております。 

 また、その他経費の減少は、財政調整基金への積立額を繰入額が上回った

ことで、減債基金への積立てが行えなかったこと、ふるさと元気づくり寄附

金による同基金への積立てが減少したことの影響が大きいためであり、寄附

金増収に知恵を絞るとともに、今後の基金の動向にも注視していただきたい

と思います。 

 リフォーム助成事業補助金については、補助金の交付決定に係る審査手続

が形骸化していることが認められました。 

 専門性の高い審査手続は、ＡＩ活用による自動審査を導入するなど、他業

務も含めて業務効率化にデジタル・トランスフォーメーションを取り入れる

ことも進められるよう申し上げます。 

 温泉事業特別会計につきましては、事業収入が予算現額に対して１２９万

９，０００円の収入不足となったことで、財政調整基金への積立ても、予算

現額分を確保できておらず、歳入歳出差引残額が赤字にならないよう配意し

ていることが認められました。 

 また、令和３年度現年分の、温泉使用料に対する収入未済額につきまし

て、当年度へ繰り越すための調定処理がなされていなかったことが発覚され

ました。所管課におかれましては、適正かつ実際的に歳入歳出予算の調定を

行い、また、会計管理者におかれましても、決算調製のための調査・確認事

務は厳に行っていただきたいと思います。 

 本審査を通しまして、各業務推進に当たり、現状に対する問題意識と改善

意欲が欠如しているという心象は否めず、不断の事務の改善への取組を求め

たいものであります。 

 まずは、回収の実現のない私債権の早期整理を目的とした「債権管理条例

の制定」に向けた検討につきまして、当職からは再三意見を付しているとこ

ろでありますが、速やかに債権管理の在り方に関する方針を示されるよう申

し上げます。 

 また、当年度の行政監査で指摘した鍵台帳の整備も実行されておらず、責

任の明確化を図るとともに、事故防止のためにも早急に管理・貸出体制を整

備されるよう申し上げます。 

 「三種町みらい創造プラン」の作成から２年度間の町政運営が行われてき

ましたが、この間、三種町デジタル・トランスフォーメーション推進計画な

ど、行政におかれましても、急速なデジタル化が推進されてきました。 
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 今後も、多様かつ複雑化していく地域課題には、デジタル技術の活用と計

数などの証拠・裏づけに基づき、政策立案による取組が求められます。 

 これからの町政には、自治体の行政サービスの利用手続の簡便化と、利用

率につながる他自治体の実例を網羅した「自治体ナッジシェア」も活用する

など、実効性の高い政策により町民の信頼を確保することを望むものであり

ます。 

 次に、資料１１、１ページをご覧ください。 

 令和４年度公営企業会計決算の６、審査の結果を申し上げます。 

 三種町監査基準に準拠し実施いたしました当該審査につきましては、決算

その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であることを認めたところであり

ます。 

 ２ページをご覧ください。 

 ７、審査の総括を申し上げます。 

 初めに、水道事業であります。水道料金の収納率は９７．９％と前年度に

比して０．１ポイント減少となっているものの、安定的な収入の確保が図ら

れております。 

 ただし、未納者に対しては、受益者負担の公平性を確保する観点からも適

切な対応に努められるよう申し上げます。 

 山本地域の有収率につきましては、依然として琴丘・八竜地区に比して低

い状況にあります。早期の原因究明及び対応策により、町全体の供給単価の

低減にもつなげられたいところであります。 

 過年度水道料金未納金は１７％ほどの回収率で、過年度延滞金未収金は全

く回収されておりません。 

 その多くは、消滅時効期間を経過してもなお時効の援用がないために、存

置している債権であります。 

 回収の実現性のない未収金が決算に計上され、公営企業の経営の実態を正

確に表していないという、長期にわたる潜在的問題を解決するためにも、速

やかに債権管理の在り方に関する方向を示されるよう申し上げます。 

 近年は、自然災害による断水などが県内でも散見されています。今後と

も、水道事業の危機管理対策には万全を期し、町民の日常生活や様々な事業

活動に欠かせない重要なライフラインの高い安全性と信頼性の維持に努めら

れていただきたいと思います。 

 次に、下水道事業であります。 

 下水道使用料の収納率は９１．４％と、前年度に比して８ポイントの増と

なっており、農業集落排水使用料の収納率も９１．４％と前年度に比して

８．９ポイントの増となり、努力は認めるものの、その低位であることか

ら、未納者に対する初動対応を強化し、収納率の向上に努められるよう申し

上げます。 

 営業収支比率は３０％台で推移しております。 

 町民の理解と協力を得ながら、減少傾向にある水洗化人口の向上を図るな
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ど、新たな営業収益の確保などについて検討していただきたいと思います。 

 近年の大雨災害は、内水被害も確認されております。 

 町民の、安全・安心で、快適な生活を支える下水道施設につきましては、

ストックマネジメント計画及び最適整備構想を基に、計画的かつ適切な維持

管理に努めていただきたいと思います。 

 そして、公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全などの役割が果たされる

ことを期待するものであります。 

 以上、私からの監査委員意見報告を終わります。 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 代表監査委員の審査意見の報告を終わります。 

 日程第１８．決算特別委員会の設置を行います。 

 お諮りします。 

 認定第１号「令和４年度三種町一般会計歳入歳出決算の認定について」か

ら認定第８号「令和４年度三種町下水道事業会計決算の認定について」まで

は、１５人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、この特別委員会に審

査を付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、認定第１号から第８号までは、１５

人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、審査を付託することに決定し

ました。 

 日程第１９．決算特別委員会委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第６条第３項の規定に

より、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、決算特別委員会委員は、お手元に配

付しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 なお、正副委員長及び分科会の構成についても同名簿のとおりとします。 

 日程第２０．議場改修調査特別委員会の設置についてを行います。 

 お諮りします。 

 改修を要する議場設備等の調査のため、６人の委員で構成する議場改修調

査特別委員会を設置し、この特別委員会に調査を付託したいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、改修を要する議場設備等の調査のた

め、６人の委員で構成する議場改修調査特別委員会を設置し、調査を付託す
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ることに決定しました。 

日程第２１．議場改修調査特別委員会委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 議場改修調査特別委員会委員の選任については、委員会条例第６条第３項

の規定により、お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

   （ 異議なしの声あり ） 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 ご異議ないものと認めます。よって、議場改修調査特別委員会委員は、お

手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 議場改修調査特別委員会は、委員会条例第８条の規定により、委員会を招

集しますので、委員長及び副委員長の互選をお願いします。 

 暫時休憩します。 

  

     午前１１時３３分  休 憩 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      午前１１時３７分  再 開 

 

議  長 （ 加藤彦次郎 ） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま、議場改修調査特別委員会において、委員長及び副委員長が互選

されましたので、その結果を報告します。 

 委員長に４番、平賀 真議員、副委員長に３番、高橋 満議員。 

 以上で報告を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

  

 

                         午前１１時３８分  散 会 

 


